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１【提出理由】

当社の主要株主に異動がありましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する

内閣府令第19条第２項第４号の規定に基づき臨時報告書を提出するものであります。

 
２【報告内容】

　　１．異動が生じた経緯

当社は、平成24年12月６日開催の取締役会において、第４回新株予約権（以下、「本新株予約権」といいま
す。）の発行を行うことを決議いたしました。また、平成25年２月６日に本新株予約権の権利行使に伴う新株
式の発行によって、Marilyn Tang氏が主要株主である筆頭株主に該当することになり、シービーエスジーバ
ンクジュリアスベアシンガポールブランチは主要株主である筆頭株主には該当しないこととなりました。

 

　２．当該異動に係る主要株主の氏名又は名称

主要株主である筆頭株主となるもの

氏名　Marilyn Tang

 

主要株主である筆頭株主でなくなるもの

名称　シービーエスジーバンクジュリアスベアシンガポールブランチ

    

　３．当該異動の前後における当該主要株主の所有議決権の数及びその総株主等の議決権に対する割合

　　（１）Marilyn Tang

 
所有議決権の数
（所有株式数）

総株主の議決権の数に
対する割合

大株主順位

異動前
（平成24年12月19日現

在）

　―個
（―株）

―％ ―

異動後
1,769個

（1,769,000株）
16.77％ 第１位

 

  　　（２）シービーエスジーバンクジュリアスベアシンガポールブランチ

 
所有議決権の数
（所有株式数）

総株主の議決権の数に
対する割合

大株主順位

異動前
（平成24年12月19日現

在）

1,437個
（1,437,000株）

21.88％ 第１位

異動後
1,437個

（1,437,000株）
13.62％ 第２位

（注）１．異動前の「総株主等の議決権に対する割合」は、平成25年１月25日に開催された当社臨時株主総会
のための基準日として定めた平成24年12月19日現在の総株主等の議決権の数（6,569個）を分母と
して計算しております。

　　　２．異動後の「総株主等の議決権に対する割合」は、平成25年１月25日に開催された当社臨時株主総会の
ための基準日として定めた平成24年12月19日現在の総株主等の議決権の数（6,569個）に、平成25
年１月30日に第三者割当により発行された新株式2,136,000株に係る議決権数（2,136個）及び平
成24年12月20日から平成25年２月６日までの間に新株予約権の行使により発行された新株式
1,843,000株に係る議決権数（1,843個）を加えた数（10,548個）を分母として計算しております。

　　 ３．「総株主等の議決権に対する割合」は、小数点以下第三位を四捨五入しております。
 

  ４．当該異動の年月日

平成25年２月６日

 
　５．その他の事項

　本報告書提出日現在の資本金の額 1,386,986,000円

　本報告書提出日現在の発行済株式総数 10,753,000株
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以　上
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